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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
マトリクス状に配置された画素電極を有するアクティブマトリクス基板であって、
該画素電極は、電極スリットが形成され、該電極スリットの電気的接続部の少なくとも１
つがアクティブマトリクス基板に形成された遮光領域外に設けられたものであり、
該アクティブマトリクス基板は、絶縁性基板上に、走査線、信号線、スイッチング素子及
び補助容量配線を備え、更に層間絶縁膜及び画素電極を備え、
該スイッチング素子は、走査線と信号線とが交差する交差部に設けられ、走査線に接続さ
れたゲート電極と、信号線に接続されたソース電極と、画素電極に接続されたドレイン引
出電極とを有し、
該層間絶縁膜は、補助容量配線上に絶縁層を介して複数配置された容量電極それぞれに接
続され、スイッチング素子のドレイン引出電極と画素電極とを接続させる複数のコンタク
トホールを有し、
該コンタクトホール間に補助容量配線をまたがって電極スリットが形成されたものである
ことを特徴とするアクティブマトリクス基板。
【請求項２】
前記遮光領域は、アクティブマトリクス基板に形成された金属配線から形成される領域で
あることを特徴とする請求項１記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項３】
前記遮光領域は、アクティブマトリクス基板に形成されたブラックマトリクスから形成さ
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れる領域であることを特徴とする請求項１記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項４】
前記遮光領域は、アクティブマトリクス基板に形成されたカラーフィルタの多色重ね部か
ら形成される領域であることを特徴とする請求項１記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項５】
前記アクティブマトリクス基板は、コンタクトホールに接続された画素電極同士が接続さ
れていないことを特徴とする請求項１記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項６】
前記アクティブマトリクス基板は、ドレイン引出電極が１画素内に複数存在するものであ
ることを特徴とする請求項１記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項７】
前記アクティブマトリクス基板は、ドレイン引出電極が容量電極に層間絶縁膜下で直接接
続されたものであることを特徴とする請求項１記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項８】
前記アクティブマトリクス基板は、電極スリットの電気的接続部がドレイン配線上に存在
する構造を有することを特徴とする請求項１記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項９】
前記アクティブマトリクス基板は、電極スリット近傍の信号線が複数本並列して配置され
、その各々が部分的に接続された構造を有するものであることを特徴とする請求項１記載
のアクティブマトリクス基板。
【請求項１０】
前記アクティブマトリクス基板は、電極スリットが形成された画素電極に隣接画素のドレ
イン電位を供給する修正構造を有するものであることを特徴とする請求項１記載のアクテ
ィブマトリクス基板。
【請求項１１】
請求項１～１０のいずれかに記載のアクティブマトリクス基板における電気的短絡を修正
する方法であって、
該アクティブマトリクス基板の修正方法は、ドレイン引出電極と補助容量配線との間で電
気的短絡が発生した場合に、アクティブマトリクス基板の画素電極側から不良発生部をレ
ーザー照射にて切り離すことを特徴とするアクティブマトリクス基板の修正方法。
【請求項１２】
前記アクティブマトリクス基板の修正方法は、イットリウムアルミニウムガーネットレー
ザーの第４高調波を用いることを特徴とする請求項１１記載のアクティブマトリクス基板
の修正方法。
【請求項１３】
請求項１～１０のいずれかに記載のアクティブマトリクス基板を備えてなる液晶表示装置
であって、
前記液晶表示装置は、電極スリットにより液晶分子の配向分割を行うことを特徴とする液
晶表示装置。
【請求項１４】
マトリクス状に配置された画素電極を有するアクティブマトリクス基板であって、
該アクティブマトリクス基板は、画素電極に形成された電極スリットを有し、
該電極スリットの電気的接続部は、少なくとも１つが隣接画素の遮光用構造物と不連続の
遮光用構造物から形成されるアクティブマトリクス基板の遮光領域内に設けられたもので
あることを特徴とするアクティブマトリクス基板。
【請求項１５】
前記遮光領域は、アクティブマトリクス基板に形成された金属配線から形成される領域で
あることを特徴とする請求項１４記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項１６】
前記遮光領域は、アクティブマトリクス基板に形成されたブラックマトリクスから形成さ



(3) JP 4048225 B2 2008.2.20

10

20

30

40

50

れる領域であることを特徴とする請求項１４記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項１７】
前記遮光領域は、アクティブマトリクス基板に形成されたカラーフィルタの多色重ね部か
ら形成される領域であることを特徴とする請求項１４記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項１８】
前記アクティブマトリクス基板は、電極スリットが形成された画素電極を有するものであ
り、
該アクティブマトリクス基板は、絶縁性基板上に、走査線、信号線、スイッチング素子及
び補助容量配線を備え、更に層間絶縁膜及び画素電極を備え、
該スイッチング素子は、走査線と信号線とが交差する交差部に設けられ、走査線に接続さ
れたゲート電極と、信号線に接続されたソース電極と、画素電極に接続されたドレイン引
出電極とを有し、
該層間絶縁膜は、補助容量配線上に絶縁層を介して複数配置された容量電極それぞれに接
続され、スイッチング素子のドレイン引出電極と画素電極とを接続させる複数のコンタク
トホールを有し、
該コンタクトホール間に補助容量配線をまたがって電極スリットが形成されたものである
ことを特徴とする請求項１４記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項１９】
前記アクティブマトリクス基板は、コンタクトホールに接続された画素電極同士が接続さ
れていないことを特徴とする請求項１８記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項２０】
前記アクティブマトリクス基板は、ドレイン引出電極が１画素内に複数存在するものであ
ることを特徴とする請求項１８記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項２１】
前記アクティブマトリクス基板は、ドレイン引出電極が容量電極に層間絶縁膜下で直接接
続されたものであることを特徴とする請求項１８記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項２２】
前記アクティブマトリクス基板は、電極スリットの電気的接続部がドレイン配線上に存在
する構造を有することを特徴とする請求項１８記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項２３】
前記アクティブマトリクス基板は、電極スリット近傍の信号線が複数本並列して配置され
、その各々が部分的に接続された構造を有するものであることを特徴とする請求項１８記
載のアクティブマトリクス基板。
【請求項２４】
前記アクティブマトリクス基板は、電極スリットが形成された画素電極に隣接画素のドレ
イン電位を供給する修正構造を有するものであることを特徴とする請求項１８記載のアク
ティブマトリクス基板。
【請求項２５】
共通電極を有する対向基板であって、
該対向基板は、共通電極に形成された電極スリットを有し、
該電極スリットの電気的接続部は、少なくとも１つが隣接画素の遮光用構造物と不連続の
遮光用構造物から形成される遮光領域内に設けられたものであることを特徴とする対向基
板。
【請求項２６】
前記遮光領域は、対向基板に形成されたブラックマトリクスから形成される領域であるこ
とを特徴とする請求項２５記載の対向基板。
【請求項２７】
前記遮光領域は、対向基板に形成されたカラーフィルタの多色重ね部から形成される領域
であることを特徴とする請求項２５記載の対向基板。
【請求項２８】
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前記電極スリットは、遮光領域外に形成されたものであることを特徴とする請求項２５記
載の対向基板。
【請求項２９】
請求項１８記載のアクティブマトリクス基板における電気的短絡を修正する方法であって
、
該アクティブマトリクス基板の修正方法は、ドレイン引出電極と補助容量配線との間で電
気的短絡が発生した場合に、アクティブマトリクス基板の画素電極側から不良発生部をレ
ーザー照射にて切り離すことを特徴とするアクティブマトリクス基板の修正方法。
【請求項３０】
前記アクティブマトリクス基板の修正方法は、イットリウムアルミニウムガーネットレー
ザーの第４高調波を用いることを特徴とする請求項２９記載のアクティブマトリクス基板
の修正方法。
【請求項３１】
請求項１４記載のアクティブマトリクス基板又は請求項２５記載の対向基板を備えてなる
液晶表示装置であって、
前記液晶表示装置は、電極スリットにより液晶分子の配向分割を行うことを特徴とする液
晶表示装置。
【請求項３２】
マトリクス状に配置された画素電極を有するアクティブマトリクス基板であって、
該アクティブマトリクス基板は、画素電極に形成された電極スリットを有し、
該電極スリットの電気的接続部は、少なくとも１つがアクティブマトリクス基板に形成さ
れた遮光領域内に設けられ、かつ遮光用構造物の形状により設置位置に目印が付されたも
のであることを特徴とするアクティブマトリクス基板。
【請求項３３】
前記遮光領域は、アクティブマトリクス基板に形成された金属配線から形成される領域で
あることを特徴とする請求項３２記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項３４】
前記遮光領域は、アクティブマトリクス基板に形成されたブラックマトリクスから形成さ
れる領域であることを特徴とする請求項３２記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項３５】
前記遮光領域は、アクティブマトリクス基板に形成されたカラーフィルタの多色重ね部か
ら形成される領域であることを特徴とする請求項３２記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項３６】
前記アクティブマトリクス基板は、電極スリットが形成された画素電極を有するものであ
り、
該アクティブマトリクス基板は、絶縁性基板上に、走査線、信号線、スイッチング素子及
び補助容量配線を備え、更に層間絶縁膜及び画素電極を備え、
該スイッチング素子は、走査線と信号線とが交差する交差部に設けられ、走査線に接続さ
れたゲート電極と、信号線に接続されたソース電極と、画素電極に接続されたドレイン引
出電極とを有し、
該層間絶縁膜は、補助容量配線上に絶縁層を介して複数配置された容量電極それぞれに接
続され、スイッチング素子のドレイン引出電極と画素電極とを接続させる複数のコンタク
トホールを有し、
該コンタクトホール間に補助容量配線をまたがって電極スリットが形成されたものである
ことを特徴とする請求項３２記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項３７】
前記アクティブマトリクス基板は、コンタクトホールに接続された画素電極同士が接続さ
れていないことを特徴とする請求項３６記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項３８】
前記アクティブマトリクス基板は、ドレイン引出電極が１画素内に複数存在するものであ
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ることを特徴とする請求項３６記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項３９】
前記アクティブマトリクス基板は、ドレイン引出電極が容量電極に層間絶縁膜下で直接接
続されたものであることを特徴とする請求項３６記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項４０】
前記アクティブマトリクス基板は、電極スリットの電気的接続部がドレイン配線上に存在
する構造を有することを特徴とする請求項３６記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項４１】
前記アクティブマトリクス基板は、電極スリット近傍の信号線が複数本並列して配置され
、その各々が部分的に接続された構造を有するものであることを特徴とする請求項３６記
載のアクティブマトリクス基板。
【請求項４２】
前記アクティブマトリクス基板は、電極スリットが形成された画素電極に隣接画素のドレ
イン電位を供給する修正構造を有するものであることを特徴とする請求項３６記載のアク
ティブマトリクス基板。
【請求項４３】
共通電極を有する対向基板であって、
該対向基板は、共通電極に形成された電極スリットを有し、
該電極スリットの電気的接続部は、少なくとも１つが遮光領域内に設けられ、かつ遮光用
構造物の形状により設置位置に目印が付されたものであることを特徴とする対向基板。
【請求項４４】
前記遮光領域は、対向基板に形成されたブラックマトリクスから形成される領域であるこ
とを特徴とする請求項４３記載の対向基板。
【請求項４５】
前記遮光領域は、対向基板に形成されたカラーフィルタの多色重ね部から形成される領域
であることを特徴とする請求項４３記載の対向基板。
【請求項４６】
前記電極スリットは、遮光領域外に形成されたものであることを特徴とする請求項４３記
載の対向基板。
【請求項４７】
請求項３６記載のアクティブマトリクス基板における電気的短絡を修正する方法であって
、
該アクティブマトリクス基板の修正方法は、ドレイン引出電極と補助容量配線との間で電
気的短絡が発生した場合に、アクティブマトリクス基板の画素電極側から不良発生部をレ
ーザー照射にて切り離すことを特徴とするアクティブマトリクス基板の修正方法。
【請求項４８】
前記アクティブマトリクス基板の修正方法は、イットリウムアルミニウムガーネットレー
ザーの第４高調波を用いることを特徴とする請求項４７記載のアクティブマトリクス基板
の修正方法。
【請求項４９】
請求項３２記載のアクティブマトリクス基板又は請求項４３記載の対向基板を備えてなる
液晶表示装置であって、
前記液晶表示装置は、電極スリットにより液晶分子の配向分割を行うことを特徴とする液
晶表示装置。
【請求項５０】
表示媒体層を挟んで互いに対向するアクティブマトリクス基板及び対向基板を備え、
該アクティブマトリクス基板が表示媒体層側にマトリクス状に配置された画素電極を有し
、
該対向基板が表示媒体層側に画素電極に対向する共通電極を有する構造をもつ表示装置で
あって、
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該アクティブマトリクス基板は、電極スリットが形成された画素電極を有するものであり
、
該電極スリットの電気的接続部は、少なくとも１つが遮光領域外に設けられたものであり
、
該アクティブマトリクス基板は、絶縁性基板上に、走査線、信号線、スイッチング素子及
び補助容量配線を備え、更に層間絶縁膜及び画素電極を備え、
該スイッチング素子は、走査線と信号線とが交差する交差部に設けられ、走査線に接続さ
れたゲート電極と、信号線に接続されたソース電極と、画素電極に接続されたドレイン引
出電極とを有し、
該層間絶縁膜は、補助容量配線上に絶縁層を介して複数配置された容量電極それぞれに接
続され、スイッチング素子のドレイン引出電極と画素電極とを接続させる複数のコンタク
トホールを有し、
該コンタクトホール間に補助容量配線をまたがって電極スリットが形成されたものである
ことを特徴とする表示装置。
【請求項５１】
前記遮光領域は、アクティブマトリクス基板に形成された金属配線から形成される領域で
あることを特徴とする請求項５０記載の表示装置。
【請求項５２】
前記遮光領域は、アクティブマトリクス基板又は対向基板に形成されたブラックマトリク
スから形成される領域であることを特徴とする請求項５０記載の表示装置。
【請求項５３】
前記遮光領域は、アクティブマトリクス基板又は対向基板に形成されたカラーフィルタの
多色重ね部から形成される領域であることを特徴とする請求項５０記載の表示装置。
【請求項５４】
前記表示装置は、コンタクトホールに接続された画素電極同士が接続されていないことを
特徴とする請求項５０記載の表示装置。
【請求項５５】
前記表示装置は、ドレイン引出電極が１画素内に複数存在するものであることを特徴とす
る請求項５０記載の表示装置。
【請求項５６】
前記表示装置は、ドレイン引出電極が容量電極に層間絶縁膜下で直接接続されたものであ
ることを特徴とする請求項５０記載の表示装置。
【請求項５７】
前記表示装置は、電極スリットの電気的接続部がドレイン配線上に存在する構造を有する
ことを特徴とする請求項５０記載の表示装置。
【請求項５８】
前記表示装置は、電極スリット近傍の信号線が複数本並列して配置され、その各々が部分
的に接続された構造を有するものであることを特徴とする請求項５０記載の表示装置。
【請求項５９】
前記表示装置は、電極スリットが形成された画素電極に隣接画素のドレイン電位を供給す
る修正構造を有するものであることを特徴とする請求項５０記載の表示装置。
【請求項６０】
請求項５０～５９のいずれかに記載の表示装置における電気的短絡を修正する表示装置の
修正方法であって、
該表示装置の修正方法は、アクティブマトリクス基板と対向基板との電極間で電気的短絡
が発生した場合に、少なくともいずれかの基板裏面側から不良発生部をレーザー照射にて
切り離すことを特徴とする表示装置の修正方法。
【請求項６１】
前記表示装置の修正方法は、イットリウムアルミニウムガーネットレーザーの基本波を用
いることを特徴とする請求項６０記載の表示装置の修正方法。



(7) JP 4048225 B2 2008.2.20

10

20

30

40

50

【請求項６２】
請求項５０～５９のいずれかに記載の表示装置における電気的短絡を修正する方法であっ
て、
該表示装置の修正方法は、ドレイン引出電極と補助容量配線との間で電気的短絡が発生し
た場合に、アクティブマトリクス基板の画素電極側から不良発生部をレーザー照射にて切
り離すことを特徴とする表示装置の修正方法。
【請求項６３】
前記表示装置の修正方法は、イットリウムアルミニウムガーネットレーザーの第４高調波
を用いることを特徴とする請求項６２記載の表示装置の修正方法。
【請求項６４】
前記表示装置は、電極スリットにより液晶分子の配向分割を行う液晶表示装置であること
を特徴とする請求項５０～５９のいずれかに記載の表示装置。
【請求項６５】
表示媒体層を挟んで互いに対向するアクティブマトリクス基板及び対向基板を備え、
該アクティブマトリクス基板が表示媒体層側にマトリクス状に配置された画素電極を有し
、
該対向基板が表示媒体層側に画素電極に対向する共通電極を有する構造をもつ表示装置で
あって、
該表示装置は、画素電極又は共通電極に形成された電極スリットを有し、
該電極スリットの電気的接続部は、少なくとも１つが隣接画素の遮光用構造物と不連続の
遮光用構造物から形成される遮光領域内に設けられたものであることを特徴とする表示装
置。
【請求項６６】
前記遮光領域は、アクティブマトリクス基板に形成された金属配線から形成される領域で
あることを特徴とする請求項６５記載の表示装置。
【請求項６７】
前記遮光領域は、アクティブマトリクス基板又は対向基板に形成されたブラックマトリク
スから形成される領域であることを特徴とする請求項６５記載の表示装置。
【請求項６８】
前記遮光領域は、アクティブマトリクス基板又は対向基板に形成されたカラーフィルタの
多色重ね部から形成される領域であることを特徴とする請求項６５記載の表示装置。
【請求項６９】
前記アクティブマトリクス基板は、電極スリットが形成された画素電極を有するものであ
り、
該アクティブマトリクス基板は、絶縁性基板上に、走査線、信号線、スイッチング素子及
び補助容量配線を備え、更に層間絶縁膜及び画素電極を備え、
該スイッチング素子は、走査線と信号線とが交差する交差部に設けられ、走査線に接続さ
れたゲート電極と、信号線に接続されたソース電極と、画素電極に接続されたドレイン引
出電極とを有し、
該層間絶縁膜は、補助容量配線上に絶縁層を介して複数配置された容量電極それぞれに接
続され、スイッチング素子のドレイン引出電極と画素電極とを接続させる複数のコンタク
トホールを有し、
該コンタクトホール間に補助容量配線をまたがって電極スリットが形成されたものである
ことを特徴とする請求項６５記載の表示装置。
【請求項７０】
前記表示装置は、コンタクトホールに接続された画素電極同士が接続されていないことを
特徴とする請求項６９記載の表示装置。
【請求項７１】
前記表示装置は、ドレイン引出電極が１画素内に複数存在するものであることを特徴とす
る請求項６９記載の表示装置。
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【請求項７２】
前記表示装置は、ドレイン引出電極が容量電極に層間絶縁膜下で直接接続されたものであ
ることを特徴とする請求項６９記載の表示装置。
【請求項７３】
前記表示装置は、電極スリットの電気的接続部がドレイン配線上に存在する構造を有する
ことを特徴とする請求項６９記載の表示装置。
【請求項７４】
前記表示装置は、電極スリット近傍の信号線が複数本並列して配置され、その各々が部分
的に接続された構造を有するものであることを特徴とする請求項６９記載の表示装置。
【請求項７５】
前記表示装置は、電極スリットが形成された画素電極に隣接画素のドレイン電位を供給す
る修正構造を有するものであることを特徴とする請求項６９記載の表示装置。
【請求項７６】
前記対向基板は、電極スリットが形成された共通電極を有するものであることを特徴とす
る請求項６５記載の表示装置。
【請求項７７】
前記電極スリットは、遮光領域外に形成されたものであることを特徴とする請求項７６記
載の表示装置。
【請求項７８】
請求項６５～７７のいずれかに記載の表示装置における電気的短絡を修正する表示装置の
修正方法であって、
該表示装置の修正方法は、アクティブマトリクス基板と対向基板との電極間で電気的短絡
が発生した場合に、少なくともいずれかの基板裏面側から不良発生部をレーザー照射にて
切り離すことを特徴とする表示装置の修正方法。
【請求項７９】
前記表示装置の修正方法は、イットリウムアルミニウムガーネットレーザーの基本波を用
いることを特徴とする請求項７８記載の表示装置の修正方法。
【請求項８０】
請求項６９～７５のいずれかに記載の表示装置における電気的短絡を修正する方法であっ
て、
該表示装置の修正方法は、ドレイン引出電極と補助容量配線との間で電気的短絡が発生し
た場合に、アクティブマトリクス基板の画素電極側から不良発生部をレーザー照射にて切
り離すことを特徴とする表示装置の修正方法。
【請求項８１】
前記表示装置の修正方法は、イットリウムアルミニウムガーネットレーザーの第４高調波
を用いることを特徴とする請求項８０記載の表示装置の修正方法。
【請求項８２】
前記表示装置は、電極スリットにより液晶分子の配向分割を行う液晶表示装置であること
を特徴とする請求項６５～７７のいずれかに記載の表示装置。
【請求項８３】
表示媒体層を挟んで互いに対向するアクティブマトリクス基板及び対向基板を備え、
該アクティブマトリクス基板が表示媒体層側にマトリクス状に配置された画素電極を有し
、
該対向基板が表示媒体層側に画素電極に対向する共通電極を有する構造をもつ表示装置で
あって、
該表示装置は、画素電極又は共通電極に形成された電極スリットを有し、
該電極スリットの電気的接続部は、少なくとも１つが遮光領域内に設けられ、かつ遮光用
構造物の形状により設置位置に目印が付されたものであることを特徴とする表示装置。
【請求項８４】
前記遮光領域は、アクティブマトリクス基板に形成された金属配線から形成される領域で
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あることを特徴とする請求項８３記載の表示装置。
【請求項８５】
前記遮光領域は、アクティブマトリクス基板又は対向基板に形成されたブラックマトリク
スから形成される領域であることを特徴とする請求項８３記載の表示装置。
【請求項８６】
前記遮光領域は、アクティブマトリクス基板又は対向基板に形成されたカラーフィルタの
多色重ね部から形成される領域であることを特徴とする請求項８３記載の表示装置。
【請求項８７】
前記アクティブマトリクス基板は、電極スリットが形成された画素電極を有するものであ
り、
該アクティブマトリクス基板は、絶縁性基板上に、走査線、信号線、スイッチング素子及
び補助容量配線を備え、更に層間絶縁膜及び画素電極を備え、
該スイッチング素子は、走査線と信号線とが交差する交差部に設けられ、走査線に接続さ
れたゲート電極と、信号線に接続されたソース電極と、画素電極に接続されたドレイン引
出電極とを有し、
該層間絶縁膜は、補助容量配線上に絶縁層を介して複数配置された容量電極それぞれに接
続され、スイッチング素子のドレイン引出電極と画素電極とを接続させる複数のコンタク
トホールを有し、
該コンタクトホール間に補助容量配線をまたがって電極スリットが形成されたものである
ことを特徴とする請求項８３記載の表示装置。
【請求項８８】
前記表示装置は、コンタクトホールに接続された画素電極同士が接続されていないことを
特徴とする請求項８７記載の表示装置。
【請求項８９】
前記表示装置は、ドレイン引出電極が１画素内に複数存在するものであることを特徴とす
る請求項８７記載の表示装置。
【請求項９０】
前記表示装置は、ドレイン引出電極が容量電極に層間絶縁膜下で直接接続されたものであ
ることを特徴とする請求項８７記載の表示装置。
【請求項９１】
前記表示装置は、電極スリットの電気的接続部がドレイン配線上に存在する構造を有する
ことを特徴とする請求項８７記載の表示装置。
【請求項９２】
前記表示装置は、電極スリット近傍の信号線が複数本並列して配置され、その各々が部分
的に接続された構造を有するものであることを特徴とする請求項８７記載の表示装置。
【請求項９３】
前記表示装置は、電極スリットが形成された画素電極に隣接画素のドレイン電位を供給す
る修正構造を有するものであることを特徴とする請求項８７記載の表示装置。
【請求項９４】
前記対向基板は、電極スリットが形成された共通電極を有するものであることを特徴とす
る請求項８３記載の表示装置。
【請求項９５】
前記電極スリットは、遮光領域外に形成されたものであることを特徴とする請求項９４記
載の表示装置。
【請求項９６】
請求項８３～９５のいずれかに記載の表示装置における電気的短絡を修正する表示装置の
修正方法であって、
該表示装置の修正方法は、アクティブマトリクス基板と対向基板との電極間で電気的短絡
が発生した場合に、少なくともいずれかの基板裏面側から不良発生部をレーザー照射にて
切り離すことを特徴とする表示装置の修正方法。
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【請求項９７】
前記表示装置の修正方法は、イットリウムアルミニウムガーネットレーザーの基本波を用
いることを特徴とする請求項９６記載の表示装置の修正方法。
【請求項９８】
請求項８７～９３のいずれかに記載の表示装置における電気的短絡を修正する方法であっ
て、
該表示装置用基板の修正方法は、ドレイン引出電極と補助容量配線との間で電気的短絡が
発生した場合に、アクティブマトリクス基板の画素電極側から不良発生部をレーザー照射
にて切り離すことを特徴とする表示装置の修正方法。
【請求項９９】
前記表示装置の修正方法は、イットリウムアルミニウムガーネットレーザーの第４高調波
を用いることを特徴とする請求項９８記載の表示装置の修正方法。
【請求項１００】
前記表示装置は、電極スリットにより液晶分子の配向分割を行う液晶表示装置であること
を特徴とする請求項８３～９５のいずれかに記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、表示装置用基板、その修正方法、表示装置の修正方法及び液晶表示装置に関す
る。より詳しくは、液晶カラーテレビ等の直視型液晶ディスプレイや液晶プロジェクタ等
の投射型液晶ディスプレイ等に好適に利用される表示装置用基板、その修正方法、表示装
置の修正方法及び液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
液晶表示装置の例としては、薄膜トランジスタ（以下、「ＴＦＴ」と称する）等のスイッ
チング素子を複数形成したアクティブマトリクス（以下、「ＡＭ」と称する）基板と、複
数色のカラーフィルタ（以下、「ＣＦ」と称する）層及び共通電極が順次積層されたＣＦ
基板と、両基板間に介在する液晶層とを有するカラー液晶表示装置が挙げられる。ＡＭ基
板には、マトリクス状に配列された複数の画素電極が形成されており、ＣＦ基板には画素
電極に対向する共通電極が形成されており、両電極間の電界強度により液晶の配向を制御
している。
【０００３】
従来の液晶表示装置では、ＡＭ基板に形成される画素電極とＣＦ基板に形成される共通電
極間に導電性異物が混入して電気的に短絡（以下、「上下リーク」と称する）すると、該
画素電極と該共通電極間の電位差がなくなり、該当箇所の液晶分子が配向しなくなるため
、ノーマリーホワイト（電圧無印加時に白表示）方式であれば輝点化し、ノーマリーブラ
ック（電圧無印加時に黒表示）方式であれば黒点化するという画素欠陥となっていた。こ
の上下リークは、ＴＦＴ工程、ＣＦ工程、液晶工程での導電性異物の付着が原因であり、
上下リークを発見するためには、ＴＦＴ、ＣＦパネルを貼り合わせた状態で点灯検査を行
う必要がある。また、このような上下リークの発生確率は、近年要望されている表示装置
の大型化に伴う画素の大型化や、高速応答化を実現するための狭セルギャップ化により上
昇し、それに伴ってパネルの歩留まりが低下している。
【０００４】
従来の液晶表示装置の画素構造について、例えば、ＭＶＡ（Ｍｕｌｔｉ－ｄｏｍａｉｎ　
Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）方式の液晶表示モードにおける画素構造を例と
して、図面に基づいて説明する。
ＭＶＡ方式は、ＣＦ基板上に設けた帯状の構造物（配向制御用突起）と、ＡＭ基板側に設
けた画素電極の抜き（スリット）とを、これらの基板面に交互に配置し、該構造物やスリ
ットを境界として液晶分子のダイレクタ（ディレクタ）の方向が１８０°異なる液晶配向
を形成して垂直配向型液晶の配向分割を行う方式であり、該ダイレクタ方向が１８０°異
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なるドメインを１つの表示絵素領域内に複数形成することにより、視角特性を均一にする
方式である（例えば、特許文献１参照）。このようにＭＶＡ方式の画素電極には液晶分子
の配向を規制するためのスリットが存在しており、画素内で連続した電極パターンとする
ため、例えば、図１－２に示すように、電極スリット間接続部（画素電極接続部）１２を
設けている。一般的に、画素電極接続部１２は、画素電極９の周囲に設けられ、データ信
号用配線（信号線）４付近の配向不良（ディスクリネーション）や漏洩光を合わせて、Ｃ
Ｆ基板側に設けたブラックマトリクスと呼ばれる遮光膜にて遮光することにより、開口率
の低下を抑える構造としている。しかしながら、従来のＭＶＡ方式の画素電極構造では、
上下リークが発生した画素を修正することができず、画素単位の欠陥となってしまう点で
工夫の余地があった。
【０００５】
ＡＭ基板上に配向制御用突起を設け、ＣＦ基板上の電極にスリットを設けた構造もまた、
ＭＶＡ方式の１実施形態であるが、この場合には、例えば、図４－２に示すように、ＣＦ
基板側の対向電極（共通電極）にスリットが入った構造を採っており、該対向電極は隣接
画素と連続しているため、上下リークが発生した箇所を切り離すには該当箇所の画素電極
の周囲を切り離すことが必要となる。したがって、切断箇所を最小限にすることができ、
上下リークの発生箇所を微小欠陥にすることで欠陥として認識されにくくするための工夫
の余地があった。
【０００６】
従来の画素欠陥を修正する技術に関し、画素電極にスリット部分を形成することで上下リ
ークの発生に対応し得る液晶表示装置等が開示されている（例えば、特許文献２～４参照
。）。しかしながら、特許文献２及び３の液晶表示装置等は、遮光膜外で、かつ本来スリ
ットの存在しない所にスリットを設置するものであり、画素電極を切断してスリット領域
を拡大させるものであることから、配向不良を発生させることなく表示品位を維持するた
めの工夫の余地があった。また、不良箇所を切除する際にデータ信号用配線を切断してし
まう可能性があり、線欠陥を招き得るという点でも工夫の余地があった。
また特許文献２及び４の液晶表示装置では、補助容量近傍にて不良が発生した場合に該当
箇所の画素電極を切除すると、補助容量を形成している画素電極が切り離されることから
、修正後においても補助容量を充分に機能させ、表示品位を保つための工夫の余地があっ
た。
更に特許文献２～４の液晶表示装置等においては、トランジスタ近傍にてコンタクトホー
ルから画素電極にドレイン電位を供給する構造を採用しており、トランジスタから補助容
量配線間にて上下リークが発生した場合に画素電極を部分修正できるようにするための工
夫の余地があった。また、上下リークの他、ドレイン引出電極と補助容量配線（Ｃｓ）と
の電気的短絡（以下、「Ｄ－Ｃｓリーク」と称する）や、補助容量配線上に形成された容
量電極とデータ信号用配線間の電気的短絡等の不良モードに対してもより充分に対応でき
るようにするための工夫の余地があった。
【特許文献１】特開平１１－２４２２２５号公報
【特許文献２】特開２０００－２２１５２７号公報
【特許文献３】特開２００４－９３６５４号公報
【特許文献４】特開２００１－８３５２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明は、上記現状に鑑みてなされたものであり、導電性異物の付着に起因する上下リー
ク発生箇所を微小欠陥にすることで欠陥として認識しにくくすると共に、高い表示品位を
維持し、歩留りを向上することができ、また、Ｄ－Ｃｓリークや、補助容量配線上に形成
された容量電極と信号線間の電気的短絡等の不良モードに対しても対応することができる
表示装置用基板、その修正方法、該表示装置用基板を備えた表示装置の修正方法及び液晶
表示装置を提供することを目的とするものである。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明者らは、上下リークによる画素欠陥を修正することが可能な表示装置用基板につい
て種々検討するうち、電極に電極スリットを設け、この電極スリットの電気的接続部を利
用して修正することにより、上下リークが発生した場合にも画素欠陥を修正できることに
着目した。すなわち、アクティブマトリクス基板を例にすると、画素電極を１画素以下に
分割できるように画素電極スリットの電気的接続部（電極スリット間接続部）を設けた構
造とすることにより、上下リークが発生した画素電極を上記接続部にて切り離すことで上
下リーク修正を行うことができることに着目した。ここで、上下リークは、ＴＦＴ工程、
ＣＦ工程、液晶工程等様々な工程に要因があるため、ＴＦＴ基板とＣＦ基板とを貼り合わ
せて点灯検査しなければ発見できず、電極スリット間接続部（画素電極接続部）を切断す
るには基板裏面から行う必要がある。その修正方法として、レーザー照射にて修正するこ
ととなるが、図１－２に示すように、上下リーク発生箇所の画素電極９を従来の液晶表示
装置におけるスリット間接続部１２にて切断して修正しようとすると、該接続部１２をＡ
Ｍ基板の裏面よりレーザー照射で切断（以下、「レーザーカット」と称する）することと
なるため、該接続部１２と共にメタル配線（金属配線）を同時に切断してしまう可能性が
ある。この状態を本発明者らは鑑み、図１－１に示すように、電極スリット間接続部１２
を金属配線等が配置される遮光領域の外へ配置することを見いだし、これにより、不良箇
所をＡＭ基板裏面からレーザー照射により画素電極９を切り離しても信号線や走査線が切
断されないため、隣接画素に影響を与えることなく欠陥箇所を切り離して微小欠陥とする
ことができることを見いだした。また、遮光領域外へ電極スリット間接続部を移動するこ
とで接続部周辺の液晶分子の配向不良が懸念されたが、画素全体として表示品位に特に大
きな影響はなく、加えて、該電極スリット間接続部１２を切り離すと、ＭＶＡ方式等の画
素電極スリット本来の所望の形状に近づくため、修正後正常動作している画素電極の表示
品位に与える影響は極少ないことを見いだし、上記課題をみごとに解決できることに想到
した。
また、隣接画素の遮光用構造物と不連続の遮光用構造物から遮光領域を形成することや、
遮光用構造物の形状により電極スリット接続部の設置位置に目印を付すことで、遮光領域
内に該接続部を配置する場合であっても該接続部の位置が目視で容易に確認することがで
きるため修正が可能であり、同様の作用効果を発揮できることを見いだし、本発明に到達
したものである。
なお、このような本発明の表示装置用基板は、上下リークの他にも、Ｄ－Ｃｓリークや、
補助容量配線上に形成された容量電極と信号線間の電気的短絡等の不良モードに対しても
充分に対応することができるものである。
【０００９】
すなわち本発明は、表示媒体層を挟んで互いに対向するアクティブマトリクス基板及び対
向基板とを備え、上記アクティブマトリクス基板が表示媒体層側にマトリクス状に配置さ
れた画素電極を有し、上記対向基板が表示媒体層側に画素電極に対向する共通電極を有す
る構造をもつ表示装置用基板であって、上記表示装置用基板は、画素電極又は共通電極に
形成された電極スリットを有し、上記電極スリットの電気的接続部は、少なくとも１つが
遮光領域外に設けられたものである表示装置用基板である。
【００１０】
本発明はまた、表示媒体層を挟んで互いに対向するアクティブマトリクス基板及び対向基
板とを備え、上記アクティブマトリクス基板が表示媒体層側にマトリクス状に配置された
画素電極を有し、上記対向基板が表示媒体層側に画素電極に対向する共通電極を有する構
造をもつ表示装置用基板であって、上記表示装置用基板は、画素電極又は共通電極に形成
された電極スリットを有し、上記電極スリットの電気的接続部は、少なくとも１つが隣接
画素の遮光用構造物と不連続の遮光用構造物から形成される遮光領域内に設けられたもの
である表示装置用基板でもある。
【００１１】



(13) JP 4048225 B2 2008.2.20

10

20

30

40

50

本発明は更に、表示媒体層を挟んで互いに対向するアクティブマトリクス基板及び対向基
板とを備え、上記アクティブマトリクス基板が表示媒体層側にマトリクス状に配置された
画素電極を有し、上記対向基板が表示媒体層側に画素電極に対向する共通電極を有する構
造をもつ表示装置用基板であって、上記表示装置用基板は、画素電極又は共通電極に形成
された電極スリットを有し、上記電極スリットの電気的接続部は、少なくとも１つが遮光
領域内に設けられ、かつ遮光用構造物の形状により設置位置に目印が付されたものである
表示装置用基板でもある。
【００１２】
本発明の表示装置用基板は、表示媒体層を挟んで互いに対向するアクティブマトリクス基
板及び対向基板とを備え、該アクティブマトリクス基板が表示媒体層側にマトリクス状に
配置された画素電極を有し、該対向基板が表示媒体層側に画素電極に対向する共通電極を
有する構造をもつ表示装置に用いられる基板である。このような表示装置用基板が適用さ
れる表示装置としては、画素電極又は共通電極に形成された電極スリットにより液晶分子
の配向分割を行う表示方式の液晶表示装置が好ましく、例えば、ＭＶＡ方式の液晶表示装
置が好ましい。また、表示装置用基板の駆動方式としては、ドット（ＤＯＴ）反転方式、
ライン反転方式等を用いることが可能である。また、透過型のみならず、反射型又は反射
透過両用型の表示装置であってもよい。なお、本発明の表示装置用基板は、液晶表示装置
の他、画素電極を有する表示装置、例えば、電気泳動ディスプレイにも適応可能である。
本発明の表示装置用基板としては、上述した表示装置が有するアクティブマトリクス基板
又は対向基板として用いられることとなる。アクティブマトリクス基板としては、ＴＦＴ
（薄膜トランジスタ）アレイ基板等が挙げられ、対向基板としては、例えば、カラーフィ
ルタ基板等が挙げられる。
【００１３】
上記表示装置用基板は、画素電極又は共通電極に形成された電極スリットを有するもので
あり、該電極スリットの電気的接続部（電極スリット間接続部）は、電極スリットにより
分割された電極同士をレーザーカットで分離できる程度の大きさに設けられることが好ま
しい。ここで、本発明の表示装置用基板がアクティブマトリクス基板である場合には、画
素電極に電極スリットを形成することとなり、対向基板である場合には、共通電極（対向
電極）に電極スリットを形成することとなる。
上記電極スリットの電気的接続部の形態としては、（１）遮光領域外に設けられた形態、
（２）隣接画素の遮光用構造物と不連続の遮光用構造物から形成される遮光領域内に設け
られた形態、（３）遮光領域内に設けられ、かつ遮光用構造物の形状により設置位置に目
印が付されたものである形態の３形態が挙げられる。本発明の表示装置用基板は、上記（
１）～（３）の形態の電極スリットの電気的接続部のうち、基板内にいずれか１形態の電
極スリットの電気的接続部を有するものであればよく、基板内に複数形態の電極スリット
の電気的接続部を有するものであってもよい。したがって、本発明においては、１画素内
に上記（２）の形態の隣接画素と不連続の遮光用構造物と、上記（３）の形態の電極スリ
ットの電気的接続部の設置位置に付した目印とが混在していてもよい。また、本発明にお
いては、電極スリットの電気的接続部は遮光領域の内外に混在していてもよい。
なお、遮光領域としては、透過光が遮断された領域であれば特に限定されず、例えば、（
ａ）アクティブマトリクス基板に形成された金属配線、（ｂ）アクティブマトリクス基板
又は対向基板に形成されたブラックマトリクス、（ｃ）アクティブマトリクス基板又は対
向基板に形成されたカラーフィルタの多色重ねのうち、少なくともいずれかの遮光用構造
物から形成される領域であることが好適である。ここで、遮光領域は、本発明の表示装置
用基板に形成されるものであってもよいし、本発明の表示装置用基板がアクティブマトリ
クス基板である場合に、対向基板に形成されるものであってもよく、対向基板である場合
に、アクティブマトリクス基板に形成されるものであってもよい。
【００１４】
上記（１）の形態では、電極スリット間接続部は遮光領域外に設けられることとなるが、
これにより、欠陥箇所を切り離しても信号線や走査線が切断されないため、隣接画素に影
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響を加えることなく欠陥箇所を切り離して微小欠陥とすることができると共に、修正後正
常動作している画素電極の表示品位に与える影響は極少ないものとなる。特に好ましい形
態としては、図１－１に示すように、上記表示装置用基板がアクティブマトリクス基板で
ある場合において、該基板に形成された金属配線が存在しない領域に設けられることであ
る。
上記（２）の形態では、電極間スリット接続部は隣接画素の遮光用構造物と不連続の遮光
用構造物下に配置されることとなるが、具体的には、例えば、図６に示すように、金属配
線が存在しない領域に設けられた電極間スリット接続部を、ブラックマトリクス等の遮光
物下に配置する形態が挙げられる。このような形態では、光漏れ等を防止することができ
る。なお、遮光用構造物（遮光物）としては、金属配線、ブラックマトリクス、カラーフ
ィルタの多色重ね等が挙げられる。また、上記（２）の形態では、電極間スリット接続部
が内部に設けられる遮光領域が、隣接画素と不連続の遮光物から形成されたものであれば
よく、通常では、隣接画素と不連続の遮光物と、隣接画素と連続する遮光物とが共に基板
上に存在することとなる。このとき、隣接画素と不連続の遮光物と、隣接画素と連続する
遮光物とは、同じ材料からなるものであってもよく、別の材料からなるものであってもよ
い。
上記（３）の形態では、遮光用構造物の形状により電極スリット接続部の設置位置に目印
を付すこととなるが、これにより、遮光領域内に電極スリット間接続部を設けた場合であ
っても遮光物下の修正箇所を認識することが可能となる。遮光用構造物の形状による目印
としては、修正箇所の目印となるものであれば特に限定されず、例えば、図７の目印２９
に示す三角形状の切れ込みの他、三角形状の突起、矩形の切れ込みや突起等であってもよ
く、また、球形状等の独立したパターンであってもよい。なお、電極スリット接続部の設
置位置を示す目印は、電極スリットの電気的接続部を遮光する遮光用構造物に形成された
ものであってもよく、別の部材で形成されたものであってもよい。別の部材で形成された
目印が用いられる例としては、信号配線上の遮光はＣＦ基板側のＢＭ（ブラックマトリク
ス）で行い、その遮光物（ＢＭ）内に配置した電極スリット間接続部の位置をＡＭ基板側
の信号配線の形状で目印を付す例等が挙げられる。
これらの形態の中でも、上記（１）の形態が特に好適である。
【００１５】
以下では、本発明の表示装置用基板における更に好ましい形態について説明する。
上記表示装置用基板は、電極スリットが形成された画素電極を有するアクティブマトリク
ス基板であることが好適であり、このようなアクティブマトリクス基板としては、絶縁性
基板上に、走査線、信号線、スイッチング素子及び補助容量配線を備え、更に層間絶縁膜
及び画素電極を備え、該スイッチング素子は、走査線と信号線とが交差する交差部に設け
られ、走査線に接続されたゲート電極と、信号線に接続されたソース電極と、画素電極に
接続されたドレイン引出電極とを有し、該層間絶縁膜は、補助容量配線上に絶縁層を介し
て複数配置された容量電極それぞれに接続され、スイッチング素子のドレイン引出電極と
画素電極とを接続させる複数のコンタクトホールを有し、該コンタクトホール間に補助容
量配線をまたがって電極スリットが形成されたものである形態が好ましい。
このような形態において、層間絶縁膜は、信号線、走査線及びスイッチング素子の上部に
設けられるが、この層間絶縁膜にコンタクトホールが設けられ、更に層間絶縁膜の上部に
画素電極が設けられることとなる。本発明では、信号線と画素電極間の層間絶縁膜を充分
に厚くし、信号線と画素電極とが重なっていても容量増加が少なくなるようにすることが
好適である。これにより、信号線と画素電極とが重なる構造を採用でき、画素電極周囲の
配向不良を隠す遮光膜領域（遮光領域）を極力少なくすることが可能となる。
【００１６】
上記形態において、画素電極は、各画素のスイッチング素子から伸びるドレイン配線とコ
ンタクトホールにより接続されており、これにより、画素電極にドレイン電位が供給され
ることとなる。ドレイン引出電極としては、１画素内に複数存在することが好ましい。ま
たドレイン引出電極としては、容量電極に層間絶縁膜下で直接接続されたものであること



(15) JP 4048225 B2 2008.2.20

10

20

30

40

50

が好ましい。すなわち、例えば、図１－１に示すように、枝分かれしたドレイン引出電極
５を用いてスイッチング素子（例えば、ＴＦＴ素子）３から個々の補助容量電極６まで層
間絶縁膜下で直接接続する構造を採ることにより、スイッチング素子３から補助容量配線
２間で上下リークが発生した場合に該当部分の画素電極を切り離しても、残りの画素電極
で表示することが可能となる。
【００１７】
上記形態において、コンタクトホールは、補助容量配線上に絶縁層を介して複数配置され
た容量電極それぞれに接続されたものであり、該スイッチング素子のドレイン引出電極と
画素電極とを接触させるものである。すなわち、上記形態では、補助容量配線上に形成さ
れた容量電極が複数存在しており、その容量電極上には画素電極と接続されたコンタクト
ホールが各々設けられている。上記形態においては、このような複数（２以上）のコンタ
クトホールのうち少なくとも２個のコンタクトホール間に、画素電極の電極スリットが補
助容量配線をまたいで設けられることとなる。なお、本願明細書における「以上」は、当
該数値を含むものである。また、上記コンタクトホールに接続された容量電極同士は独立
した構造を採ることが好ましい。このような形態にすることにより、上下リークにより片
側のコンタクトホールに接続されている画素電極領域を切り離しても、他方の容量電極が
機能するため、修正後の補助容量による液晶表示品位の低下を充分に防ぐことができる。
【００１８】
本発明においては、電極スリットが形成された画素電極の一部で導電性異物等により電気
的短絡が発生し、画素欠陥が生じた場合には、レーザー照射等の方法により電極スリット
の電気的接続部を切断し、電気的短絡が発生した領域を他の領域から電気的に分離するこ
とにより、画素欠陥の修正を行うこととなる。その結果、修正後には、電気的短絡が発生
した画素電極と他の画素電極とが接続されていない状態となる。このような画素欠陥修正
後の形態であって、コンタクトホールに接続された画素電極同士が接続されていない形態
もまた、本発明の好ましい形態の１つである。
【００１９】
上記形態の表示装置用基板において、電極スリットの電気的接続部は、ドレイン配線上に
存在する構造を有することが好ましい。これにより、例えば、ドレイン引出電極にコンタ
クトホールを介して接続された画素電極領域で上下リークが発生し、切り離す必要がある
場合には、ドレイン配線と電極スリット間接続部との両方を個別にレーザーカットするこ
となく、電極スリット間接続部をレーザーカットするのみで欠陥が生じた画素電極を切り
離すことができ、画素欠陥の修正を簡略化することができる。
【００２０】
上記形態の表示装置用基板としてはまた、電極スリット近傍の信号線が複数本並列して配
置され、その各々が部分的に接続された構造を有するものであることが好適である。レー
ザーカットの対象となる電極スリット間接続部が信号線近傍に存在する場合には、レーザ
ーカット時に電極スリット接続部と同時に信号線を切断する可能性がある。そのため、配
線が切断された時のデータ信号の迂回経路を確保する対策を予め採っておくことが好まし
く、例えば、図８に示すように、修正部近傍のデータ信号配線４（信号線）を並列させ、
かつ各々を部分的に接続させることによって、レーザーカットによりデータ信号配線４の
片側の配線４ｂが切断されても、もう片側の配線４ａにてデータ信号を迂回できる構造と
することが好適である。なお、レーザーカット対象箇所の信号線は、複数本であれば特に
限定されず、図８に示すように２本であってもよく、それ以上の本数を配置してもよい。
【００２１】
上記形態の表示装置用基板としては更に、電極スリットが形成された画素電極に隣接画素
のドレイン電位を供給する修正構造を有するものであることが好適である。修正構造とし
ては、例えば、隣接する画素間に画素接続用電極を架設し、絶縁層を介して、その上層で
隣接する画素の両方に修正用電極部を設け、修正用電極部上に画素電極と接続されたコン
タクトホールを設けた構造等が挙げられる。通常では、画素電極へのドレイン電位の供給
源であるコンタクトホールが接続されている画素電極上で上下リークが発生した場合には
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、該当部分を切り離すと残りの画素電極には信号が供給されないため、画素全体が欠陥と
なる。このような場合に、例えば、図９に示すように、隣接画素同士を接続させるための
コンタクト構造３２を形成しておく等して隣接画素のドレイン電位を供給する修正構造を
有するものとすると、コンタクトホール８に接続された画素電極に不良が発生した場合に
は、該画素電極をレーザーカットで分離した後、コンタクトホール８ａに接続された電極
３３と、隣接画素同士の電極３３間に交差するよう配置された配線３４との交差部３１を
レーザー照射により導通させることによって、残りの画素電極にほぼ正常のドレイン電位
を供給させ、機能させることが可能となり、表示品位の低下を充分に抑制することができ
る。
【００２２】
上記表示装置用基板としてはまた、電極スリットが形成された共通電極を有する対向基板
であることが好適である。なお、上記対向基板としては、カラーフィルタ（ＣＦ）基板で
あることが好ましい。また、上記電極スリットは、遮光領域外に形成されたものであるこ
とが好適である。このように遮光領域外で共通電極（対向電極）にスリット形状を仕込ん
でおけば、より細かく領域分割することができる。このような場合には、遮光領域外にも
電極間スリット接続部（分割箇所）が設けられることが好ましい。
上記電極スリットの電気的接続部としては上述した（１）～（３）の形態であればよいが
、その配置形態は、例えば、図４－１に示すように、電極領域２４を囲んで配置すること
が好ましい。これによって、電極領域２４内にて上下リークが発生した場合には、発生部
位を最小限の独立した電極にできる周囲のスリット接続部２５をレーザーカットすること
により切り離し可能となる。この場合のレーザー出力／波長についてはＣＦの膜厚や膜質
により異なるため、確実に切断できる出力に調整することが必要である。
上記形態において、ＣＦ基板側に着色層を形成する場合には、赤の着色層上の電極パター
ンであれば赤外線レーザーのエネルギーは着色層内に吸収されないため、赤外線レーザー
による修正は可能であるが、他の着色層（緑、青等）においてはエネルギーを吸収するた
め、切断されてしまうおそれがある。したがって、ＣＦ基板と対向する基板（ＡＭ基板）
に遮光用の金属等を配置し、レーザーカット修正後の光漏れを遮光する等の対策を行うこ
とが好ましい。一方、この形態の表示装置用基板をレントゲン用途等に用いられるモノク
ロ表示装置や、ＴＦＴ基板上にＣＦパターンを形成するＣＦｏｎＴＦＴ構造（例えば、特
開２０００－１４７５５５号公報等に記載。）等の表示装置に用いる場合には、問題なく
本発明によるレーザーカット修正を実行することが可能である。
【００２３】
本発明はまた、上記表示装置用基板における電気的短絡を修正する表示装置の修正方法で
あって、上記表示装置の修正方法は、アクティブマトリクス基板と対向基板との電極間で
電気的短絡が発生した場合に、少なくともいずれかの基板裏面側から不良発生部をレーザ
ー照射にて切り離す表示装置の修正方法でもある。通常、上下リークは、ＴＦＴ工程、Ｃ
Ｆ工程、液晶工程で付着した導電性異物が原因であり、アクティブマトリクス基板と対向
基板とを貼り合わせて点灯検査することで確認されるため、上記修正方法においては、こ
れらの基板のうちいずれかの基板裏面側、すなわちガラス面側からレーザー照射すること
となる。
このようにレーザー照射する箇所としては、本発明の表示装置用基板が有する電極スリッ
ト間接続部であることが好適であり、不良発生箇所周囲の電極スリット間接続部をレーザ
ー照射にて切断して不良発生箇所を切り離すことにより、上下リーク発生箇所を微小欠陥
にすることで欠陥として認識しにくくすることができ、表示装置の表示品位の低下を防止
し、歩留りを向上させることが可能となる。
上記表示装置の修正方法においては、紫外線よりもガラスを透過しやすい赤外線（ＩＲ）
であるイットリウムアルミニウムガーネット（ＹＡＧ）レーザーの基本波（波長１０６４
ｎｍ）を用いることが好適である。
【００２４】
本発明は更に、上記表示装置用基板における電気的短絡を修正する方法であって、上記表
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示装置用基板の修正方法は、ドレイン引出電極と補助容量配線との間で電気的短絡が発生
した場合に、アクティブマトリクス基板の画素電極側から不良発生部をレーザー照射にて
切り離す表示装置用基板の修正方法でもある。なお、このような修正方法に用いられる表
示装置用基板は、アクティブマトリクス基板である。通常、ドレイン引出電極と補助容量
配線との間の電気的短絡（Ｄ－Ｃｓリーク）は、アクティブマトリクス基板のパターニン
グ完了状態で欠陥箇所を目視で特定することができるため、上記修正方法においては、該
アクティブマトリクス基板の画素電極側、すなわちガラス面と反対側の面からレーザー照
射することとなる。
このようにレーザー照射する箇所としては、不良発生箇所を切り離すこととなる限り特に
限定されず、例えば、図１０に示すように、Ｄ－Ｃｓリークが確認されたコンタクトホー
ル８’上の画素電極周囲３５を切除し、該コンタクトホール８’に接続されたドレイン引
出配線５’をレーザーカットすることとしてもよいが、本発明の表示装置用基板が有する
電極スリット間接続部を切断することが好適であり、例えば、図１０では、電極スリット
間接続部１３を切断する方が配向不良を充分に抑制できるため好ましい。
上記表示装置用基板の修正方法においては、イットリウムアルミニウムガーネット（ＹＡ
Ｇ）レーザーの第４高調波（波長２６６ｎｍ）を用いることが好適である。
【００２５】
本発明はそして、上記表示装置用基板を備えてなる液晶表示装置であって、上記液晶表示
装置は、電極スリットにより液晶分子の配向分割を行う液晶表示装置でもある。
上記液晶表示装置としては、ＭＶＡ方式の液晶表示装置が好ましいが、画素電極に形成さ
れた電極スリットにより液晶分子の配向分割を行う表示方式のものであれば特に限定され
るものではない。また、液晶表示装置の駆動方式としては、ドット（ＤＯＴ）反転方式、
ライン反転方式等を用いることが可能である。また、透過型のみならず、反射型又は反射
投下両用型の表示装置であってもよい。
このような液晶表示装置としては、上記表示装置用基板がアクティブマトリクス基板又は
対向基板に用いられることにより、上下リークやＤ－Ｃｓリーク、補助容量配線上に形成
された容量電極と信号線間の電気的短絡等の欠陥を微小欠陥にすることで欠陥として認識
しにくくすることができ、表示品位の低下が防止され、高い歩留りで製造される。
【発明の効果】
【００２６】
本発明の表示装置用基板は、上述のような構成であるので、導電性異物の付着に起因する
上下リーク発生箇所を微小欠陥にすることで欠陥として認識しにくくすると共に、高い表
示品位を維持し、歩留りを向上することができ、また、Ｄ－Ｃｓリークや、補助容量配線
上に形成された容量電極と信号線間の電気的短絡等の不良モードに対しても対応可能なも
のであり、高いパネル品位が要求される大型液晶テレビ等の液晶パネル等に好適に用いる
ことができるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。以下の実施形態では、透過型の
液晶表示装置について説明するが、本発明はこれらの実施形態のみに限定されるものでは
ない。
【００２８】
（実施形態１）
図２は、本発明に係る実施形態１の液晶表示装置１００の構成を模式的に示す断面図であ
り、図３は、図２に示す液晶表示装置１００に備えられるアクティブマトリクス基板の画
素電極形状を模式的に示す平面図である。
液晶表示装置１００は、互いに対向する１対の基板を有し、プラスチックビーズや、カラ
ーフィルタ基板２０上等に設けた柱状樹脂構造物をスペーサ（図示せず）として用い、基
板間隔が一定に保持されている。液晶表示装置１００は、アクティブマトリクス型液晶表
示装置であり、カラーフィルタ基板２０及びＴＦＴ等のスイッチング素子を有するアクテ



(18) JP 4048225 B2 2008.2.20

10

20

30

40

50

ィブマトリクス基板３０を有する。
【００２９】
アクティブマトリクス基板（ＡＭ基板）３０の製造方法について、以下に説明する。
透明基板１０の上に、スパッタリングによりＴｉ／Ａｌ／Ｔｉ積層膜等の金属を成膜し、
フォトリソグラフィー法によりレジストパターンを形成し、塩素系ガス等のエッチングガ
スを用いてドライエッチングし、レジストを剥離することで、走査信号用配線（ゲート配
線、走査線）１及び補助容量配線２を同時に形成する。その後、窒化シリコン(ＳｉＮｘ)
等からなるゲート絶縁膜、アモルファスシリコン等からなる活性半導体層、及び、リン等
をドープしたアモルファスシリコン等からなる低抵抗半導体層を化学蒸着（ＣＶＤ）にて
成膜した後、スパッタリングによりＡｌ／Ｔｉ等の金属を成膜し、フォトリソグラフィー
法によりレジストパターンを形成し、塩素系ガス等のエッチングガスを用いてドライエッ
チングし、レジストを剥離することで、データ信号用配線（ソース配線、信号線）４、ド
レイン引出配線５及び補助容量形成用電極（補助容量電極）６を同時に形成する。なお、
補助容量は、補助容量配線２と補助容量形成電極６との間に約４０００Åのゲート絶縁膜
を挟んで形成されている。その後、低抵抗半導体層を、塩素ガス等を用いたドライエッチ
ングにてソースドレイン分離し、ＴＦＴ素子３を形成する。次に、アクリル系感光性樹脂
等からなる層間絶縁膜７をスピンコートにより塗布し、ドレイン引出配線５と画素電極９
とを電気的にコンタクトするためのコンタクトホール８をフォトリソグラフィー法により
形成する。層間絶縁膜７の厚さは約３μｍである。更に、画素電極９及び配向膜（図示せ
ず）をこの順に形成する。なお、本実施形態は、ＭＶＡ（Ｍｕｌｔｉ－ｄｏｍａｉｎ　Ｖ
ｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）型液晶表示装置の１実施形態であり、ＩＴＯ等か
らなる画素電極９にはスリットパターン１１が設けられる。具体的には、スパッタリング
により成膜し、フォトリソグラフィー法によりレジストパターンを形成し、塩化第二鉄等
のエッチング液によりエッチングし、図３に示すような画素電極パターンを得る。以上に
より、アクティブマトリクス基板３０が得られる。
【００３０】
一方、カラーフィルタ基板（ＣＦ基板）２０は、透明基板１０の上に、３原色（赤、緑、
青）の着色層及びブラックマトリクス（ＢＭ）２８等からなるカラーフィルタ層２１、対
向電極（共通電極）２３、配向膜（図示せず）、並びに、配向制御用の突起２２を有する
。
透明基板１０上にスピンコートによりカーボンの微粒子を分散したネガ型のアクリル系感
光性樹脂液を塗布した後、乾燥を行い、黒色感光性樹脂層を形成する。続いて、フォトマ
スクを介して黒色感光性樹脂層を露光した後、現像を行って、ブラックマトリクス層（Ｂ
Ｍ）を形成する。このとき、第１着色層（例えば赤色層）、第２着色層（例えば緑色層）
、及び、第３着色層（例えば青色層）が形成される領域に、それぞれ第１着色層用の開口
部、第２着色層用の開口部、及び、第３着色層用の開口部（各開口部は各画素電極に対応
）が形成されるように、ＢＭを形成する。
次に、第１着色層用の開口部にスピンコートにより顔料を分散したネガ型のアクリル系感
光性樹脂液を塗布した後、乾燥を行い、フォトマスクを用いて露光及び現像を行い、第１
着色層（赤色層）を形成する。その後、第２着色層（例えば緑色層）、及び、第３着色層
（例えば青色層）についても同様に形成することで、カラーフィルタ層２１が完成する。
更に、ＩＴＯ等からなる透明電極（対向電極）２３をスパッタリングにより形成し、その
後、スピンコートによりポジ型のフェノールノボラック系感光性樹脂液を塗布した後、乾
燥を行い、フォトマスクを用いて露光及び現像を行い、垂直配向制御用突起２２を形成す
る。以上により、カラーフィルタ基板２０が得られる。
【００３１】
本実施形態においては、図３に示すように、ＭＶＡ方式のスリット間接続部（電極スリッ
トの電気的接続部）１３をメタル配線（データ信号用配線）４の外へ配置する。これによ
り、ＡＭ基板３０裏面からのレーザー照射により、欠陥箇所を画素電極９と切り離しても
、データ信号用配線４が切断されないため、隣接画素に影響を与えることなく欠陥箇所を
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切り離して、微小欠陥とすることができる。また、メタル配線４外へ画素電極接続部１３
を移動することで、接続部１３周辺の配向不良が懸念されるが、画素全体としては表示品
位に特に大きな影響はなく、加えて、本発明の画素電極接続部１３を切り離すと、ＭＶＡ
方式の画素電極スリット本来の形状に近づくため、修正後、正常動作している画素電極の
表示品位に与える影響は極少ない。
【００３２】
（実施形態２）
図４－１は、本発明に係る実施形態２の液晶表示装置に備えられるＣＦ基板の画素電極形
状を概略的に示す平面図である。本実施形態では、ＭＶＡ方式の液晶表示装置について、
ＡＭ基板の電極に垂直配向用突起２２を設け、ＡＭ基板と対向するＣＦ基板の電極２３に
はスリット１１を設けた構造においても、本発明が適応可能であることを示す。
本実施形態におけるＣＦ基板側の対向電極２３において、上下リーク発生箇所を切り離し
可能とした対向電極２３のパターンを図４－１に示す。図４－１におけるスリット接続部
２５は電極領域２４を囲んで配置されており、電極領域２４内にて上下リークが発生した
場合は、発生部位を最小限の独立した電極にできるスリット接続部２５をレーザーカット
することにより切り離し可能となる。この場合のレーザー出力／波長についてはＣＦの膜
厚や膜質により異なるため、確実に切断できるように調整することが必要である。
なお、この構造にてレーザーカット修正を行う場合には、レントゲン用途等に用いられる
モノクロ表示装置や、ＴＦＴ基板上にＣＦパターンを有するＣＦｏｎＴＦＴ（Ｃｏｌｏｒ
　Ｆｉｌｔｅｒ　ｏｎ　ＴＦＴ　Ａｒｒａｙ）構造の表示装置等についても、問題なく修
正を行うことが可能である。
しかし、従来通りＣＦ基板側に着色層を形成する場合、赤の着色層上の電極パターンであ
れば、赤外線レーザーのエネルギーは着色層に吸収されないため、赤外線レーザーによる
修正は可能であるが、他（緑、青等）の着色層においては赤外線レーザーのエネルギーは
吸収されるため、切断されてしまう恐れがある。したがって、対向基板側に遮光用の金属
を配置し、レーザーカット修正後の光漏れを遮光する等の対策を行うことが望ましい。
【００３３】
（実施形態３）
図５は、本発明に係る実施形態３の表示装置用基板の画素電極形状を模式的に示す平面図
である。
上下リークを修正する場合、ＴＦＴ基板とＣＦ基板とを貼り合わせた状態で基板裏面から
電極間接続部をレーザーカットするため、接続部と基板との間にメタル配線が存在すると
、メタル配線も同時に切断してしまうおそれがある。そのため、本発明はメタル配線外に
接続部を形成することを特徴としているが、本実施形態においては、図５に示すように、
ドレイン電位を画素電極９に供給するための複数のコンタクトホール８、８’が補助配線
２上において独立して存在し、各々がドレイン配線５’に接続されている画素構造におい
て、あるコンタクトホール８’に接続された画素電極の領域で上下リークが発生した場合
、コンタクトホール８’に接続されたドレイン配線５’及び画素電極接続部１３’をレー
ザーカットして切り離す。このように、上下リークによって切断する必要があるメタル配
線の切断箇所２６上に画素電極接続部１３’を配置すれば、各々をレーザーカットするタ
クトも減少するため、上下リーク修正時に切断するメタル配線上に画素電極接続部を配置
してもよい。
【００３４】
（実施形態４）
図６は、本発明に係る実施形態４の表示装置用基板の画素電極形状を模式的に示す平面図
である。
上下リークを修正する場合、ＴＦＴ基板とＣＦ基板とを貼り合わせた状態で基板裏面から
電極間接続部をレーザーカットするため、接続部がブラックマトリクス（ＢＭ）やメタル
配線等の遮光物と重なっていると、レーザーカット修正の対象箇所が見えなくなる。その
ため、実施形態１～３では、遮光物下に電極間接続部を配置しない構造を採っているが、
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図６に示すように、隣接画素の遮光物と連続していない遮光物２７であれば、光漏れ等を
防止するためにも切断箇所に配置してもよい。
【００３５】
（実施形態５）
図７（ａ）、（ｂ）は、本発明に係る実施形態５の表示装置用基板の画素電極形状を模式
的に示す平面図である。
実施形態４では隣接画素と連続していない遮光物（図６中の２７）下には電極間接続部１
３を配置してもよいと記載したが、隣接画素の遮光物と連続している遮光物（例えばブラ
ックマトリクス２８）下に電極スリット間接続部１３を配置しても、図７に示すように、
修正箇所に遮光物で目印２９を配置することにより、遮光物下の修正箇所を認識しやすく
した構造であれば、遮光物に電極スリット間接続部１３が重なる構造を採ってもよい。目
印２９のパターン例として、図７中に三角形状の目印２９を示したが、修正箇所の目印と
なれば、矩形状や遮光物から独立したパターン等、他のパターンであってもよい。
【００３６】
（実施形態６）
図８（ａ）、（ｂ）は、本発明に係る実施形態６の表示装置用基板の画素電極形状を模式
的に示す平面図であり、（ｃ）は、（ａ）、（ｂ）の表示装置用基板をＡ－Ａ’線にて切
断したときの断面を模式的に示す断面図である。
電極スリット接続部１３、すなわちレーザーカット対象箇所が信号配線（例えばデータ信
号用配線４）近傍に存在する場合は、レーザーカット時に電極スリット接続部１３と同時
に信号配線も切断するおそれがある。そのため、図８（ａ）、（ｂ）に示すように、修正
部近傍のデータ信号用配線４を並列させ、かつ各々を部分的に接続することで、レーザー
カットによりデータ信号用配線４の片側の配線４ｂが切断されても、もう片側の配線４ａ
にてデータ信号を迂回できる構造にする方がよい。図８では、レーザーカット対象箇所の
近傍のデータ信号用配線４の本数を２本としているが、それ以上の本数を配置してもよい
。
【００３７】
（実施形態７）
図９は、本発明に係る実施形態７の表示装置用基板の画素電極形状を模式的に示す平面図
である。
ドレイン電位の供給源であるコンタクトホールが接続されている画素電極上において、上
下リークが発生した場合、不良箇所を切り離すと残りの画素電極にも信号が供給されなく
なるため、画素全体が欠陥となる。そのため、例えば図９に示すように、隣接画素同士を
接続させるためのコンタクト構造３２を形成しておくと、不良が発生した場合、コンタク
トホール８に接続された画素電極９をレーザーカットで分離することで独立した画素電極
９にドレイン電位を供給するために、コンタクトホール８ａに接続された電極３３と、隣
接画素同士の電極３３間に交差するよう配置された配線３４との交差部３１をレーザー照
射により導通させる。なお、コンタクトホール８ａ下の電極３３とコンタクトホール間の
配線３４とは絶縁層を介して交差している。以上の修正方法により、コンタクトホール８
に障害が発生しても、隣接画素から残りの画素電極にほぼ正常のドレイン電位を供給させ
、機能させることが可能である。なお、図９は、本発明の１例であり、隣接画素からドレ
イン電位を供給でき、配置することでの表示品位の低下が少ないのであれば、他の構造で
あってもよい。
【００３８】
（実施形態８）
図１０は、本発明に係る実施形態８の表示装置用基板の画素電極形状を模式的に示す平面
図である。本実施形態において、Ｄ－Ｃｓリークの修正方法を示す。
Ｄ－Ｃｓリークは、ドレイン電極－補助容量配線間に起こる不良モードであるため、アク
ティブマトリクス基板側のパターニング完了状態で欠陥箇所を特定し、膜面側（画素電極
側）からレーザー修正することが可能である。修正方法としては、図１０に示すように、
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目視でＤ－Ｃｓリークが確認されたコンタクトホール８’上の画素電極周囲３５を切除し
、コンタクトホール８’に接続されたドレイン引出配線５’をレーザーカットする。修正
に用いるレーザーとしては、例えば、ＹＡＧレーザーの第４高調波（波長２６６ｎｍ）等
が挙げられる。図１０では、電極周辺を修正箇所３５の形状で切断したが、電極スリット
接続部１３で切断する方が配向不良も少なく好ましい。
【００３９】
（その他の実施形態）
実施形態１～８ではＭＶＡ方式を例に挙げたが、電極スリットにより液晶分子の配向分割
を行う他の表示方式でもよい。また、ＤＯＴ（ドット）反転方式やライン反転方式等、そ
の他の駆動方式でもよい。
【００４０】
なお、本願は、２００４年５月２８日に出願された日本国特許出願第２００４－１６０１
１５号を基礎として、合衆国法典３５巻第１１９条に基づく優先権を主張するものである
。該出願の内容は、その全体が本願中に参照として組み込まれている。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１－１】本発明の表示装置用基板の画素電極形状を模式的に示す断面図である。
【図１－２】従来のＭＶＡ方式の液晶表示装置に用いられる表示装置用基板の画素電極形
状を模式的に示す断面図である。
【図２】本発明に係る実施形態１の液晶表示装置１００の構成を模式的に示す断面図であ
る。
【図３】本発明に係る実施形態１の液晶表示装置１００に備えられるアクティブマトリク
ス基板の画素電極形状を模式的に示す平面図である。
【図４－１】本発明に係る実施形態２の液晶表示装置に備えられるＣＦ基板の対向電極形
状を概略的に示す平面図である。
【図４－２】従来の液晶表示装置に備えられるＣＦ基板の対向電極形状を概略的に示す平
面図である。
【図５】本発明に係る実施形態３の表示装置用基板の画素電極形状を模式的に示す平面図
である。
【図６】本発明に係る実施形態４の表示装置用基板の画素電極形状を模式的に示す平面図
である。
【図７】（ａ）、（ｂ）は、本発明に係る実施形態５の表示装置用基板の画素電極形状を
模式的に示す平面図である。
【図８】（ａ）、（ｂ）は、本発明に係る実施形態６の表示装置用基板の画素電極形状を
模式的に示す平面図であり、（ｃ）は、（ａ）、（ｂ）の表示装置用基板をＡ－Ａ’線に
て切断したときの断面を模式的に示す断面図である。
【図９】本発明に係る実施形態７の表示装置用基板の画素電極形状を模式的に示す平面図
である。
【図１０】本発明に係る実施形態８の表示装置用基板の画素電極形状を模式的に示す平面
図である。
【符号の説明】
【００４２】
１：走査信号用配線（ゲート配線）
２：補助容量配線
３：ＴＦＴ素子（スィッチング素子）
４、４ａ、４ｂ：データ信号用配線（ソース配線）
５、５’：ドレイン引出配線
６：補助容量形成用電極
７：層間絶縁膜
８、８’：コンタクトホール
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９：画素電極
１０：ガラス
１１：画素電極スリット
１２、１３、１３’：電極スリット間接続部（電極スリットの電気的接続部）
２０：ＣＦ（カラーフィルタ）基板
２１：ＣＦ層
２２：配向制御用突起（垂直配向用突起）
２３：対向電極（共通電極）
２４：対向電極領域
２５：電極スリット間接続部（電極スリットの電気的接続部）
２６：実施形態３における修正対象箇所
２７：実施形態４における遮光膜
２８：ブラックマトリクス
２９：実施形態５における突起物（目印）
３０：ＡＭ（アクティブマトリクス）基板
３１：修正メルト部（配線３４の交差部）
３２：コンタクト構造（コンタクトホール）
３３：電極
３４：コンタクトホール間の配線
３５：コンタクトホール８’の画素電極周囲

【図１－１】 【図１－２】

【図２】
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